
愛知県社会福祉審議会規程の一部改正について 

 

１ 愛知県社会福祉審議会規程の改正案 

・ 第７条第２項において「審査部会の決議をもって審議会の決議とする。」

を「審査部会の決議をもって審議会の決議又は意見とする。」と改める。 

 ・ 別表１に以下を加える。   

幼保連携型認定こ

ども園審査部会 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７

号）により調査審議が必要とされる幼保連携型認定

こども園の設置の認可等及びその他幼保連携型認

定こども園に関すること。 

保育所審査部会 児童福祉法により調査審議が必要とされる保育

所の設置の認可等に関すること。 

   （新旧対照表は別添のとおり。） 

 

２ 改正理由 

児童福祉専門分科会に審査部会を設置し、「就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律」第１７条第１項に規定する幼保

連携型認定こども園の設置認可等及び児童福祉法第３５条第６項に規定す

る保育所の設置認可等について、調査審議するため。 

 ＜就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律＞ 

第１７条 国及び地方公共団体以外の者は、幼保連携型認定こども園を設

置しようとするとき、又はその設置した幼保連携型認定こども園の廃止

等を行おうとするときは、都道府県知事（指定都市等の区域内に所在す

る幼保連携型認定こども園については、当該指定都市等の長。次項、第

３項、第６項及び第７項並びに次条第１項において同じ。）の認可を受

けなければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の認可をしようとするときは、あらかじめ、

第２５条に規定する審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなけれ

ばならない。 

＜児童福祉法＞ 

第３５条 

４ 国、都道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令の定めるところに

より、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができ

る。 

６ 都道府県知事は、第４項の規定により保育所の設置の認可をしようと

するときは、あらかじめ、都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなけれ

ばならない。 



 

３ 改正の時期 

平成２６年９月議会に上程する愛知県社会福祉審議会条例の一部を改正す

る条例の施行日 

 

４ その他 

審査部会委員について 

 ・ 審査部会委員は、知事が任命した委員又は臨時委員から会長が指名す

ることとされている。 

 ・ 委員の選出分野についての事務局案は以下のとおり。 

 部   会 選 出 分 野 

幼保連携型認定こども園 

審査部会    （５名） 

学識経験者、幼稚園関係者、保育所関係者、

認定こども園関係者、税理士 

保育所審査部会 

（４名） 

学識経験者、保育所関係者（事業者・保育士）、

税理士 
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